様式第３号（第４条関係）

福　山　市　長　様
年　　　月　　　日
（申請者）
住　所　　　　　　　　　　　　　　　
　名　前　　　　　　　　　　　　　　印

　誓約書

[bookmark: _GoBack]私は、福山市空家リノベーション事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に基づく次の事項について同意して誓約します。

(1) 補助事業を完了した日の翌日から同日以後１０年以上継続して当該空き家に居住すること。
(2) 補助事業を完了した日の翌日から、同日以後１０年を経過する日までの間に当該空き家から転居する等、この要綱の規定に反したときは規定により、補助金を返還すること。
(3) 世帯員全員（親世帯が同居する場合は親世帯を含む。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員及び広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の規定により現に公表が行われている者に該当しないこと。
(4) 国又は地方公共団体から要綱に基づく補助対象工事と同一部位に対し補助金の交付申請を受けていないこと。
(5) 共有者がある場合、その全員から当該空き家の改修及び補助金の受領等の当該事業に係る一切の行為について同意を得ていること。
(6) 所有権以外の権利が設定されている場合、その権利を有する者の全員の同意が得られていること。
(7) 要綱及び福山市補助金交付規則の内容を理解し市長の指示に従うこと。
(8) 要綱に違反したこと、又は当該事業の起因により紛争等が生じた場合、福山市からの求償に全額応じ、又は近隣へ対応するなど、責任をもって解決すること。
(9) 要綱に基づく事業の効果を検証するための調査等に協力すること。
(10) 以上の事項及び補助金交付条件に違反があったときは、速やかに市長に報告するとともに、要綱第１６条の規定に基づく返還命令に従い、補助金の全部又は一部を返還すること。

